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公金受取口座とは、給付金等の受取のため、金融機関にお持ちの預貯金口座を国（デジタル庁）に登録で

きる制度です。 

登録しておくと、給付金等の受取手続きの際に、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政

機関における口座情報の確認作業等が不要となり、スムーズに給付金等を受け取ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公金受取口座制度に関するお問い合わせは、以下の番号にお願いします。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

公金受取口座制度に関するお問合せ窓口 

マイナンバー総合フリーダイヤル 

０１２０－９５－０１７８ ☎ 

受付時間 

平日   ９：３０～２０：００ 

土日祝 ９：３０～１７：３０（年末年始を除く） 

音声ガイダンスで 

ご案内します。 
 

（ガイダンスの途中で

も番号は押せます。） 

公金受取口座を振込先に指定する場合について 

 

 

 

公金受取口座を選択する場合は、「ア」に○をしてください。（以下申請書のイメージ）

 

支給申請書申請時における公金受取口座利用の注意点等 

・申請前にマイナポータル等で公金受取口座登録が済んでいない

方は、利用できません。 
 

・公金受取口座として登録できる口座は、1 人につき 1 口座、 

本人名義の預貯金口座に限られます。 
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